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2022 年６月 14 日 

 

株式移転に係る事前開示書面 
 

 

東京都豊島区東池袋一丁目 25 番８号 

INEST 株式会社 

 

当社は、2022 年５月 25 日付で作成した株式移転計画（2022 年６月 13 日付作成の株式移転計画変更

書に基づく変更を含み、以下「本株式移転計画」といいます。）に基づき、2022 年 10 月３日を効力発

生日として、当社を株式移転完全子会社とする株式移転設立完全会社（以下「持株会社」といいます。）

を設立する株式移転（以下「本株式移転」といいます。）を行うことといたしました。本株式移転に際

し、会社法第 803 条第１項及び会社法施行規則第 206 条に定める事項は、以下のとおりです。 

 

 

１．株式移転計画の内容（会社法第 803 条第１項） 

本株式移転計画の内容は、別紙「株式移転計画書（写）」及び「株式移転計画変更書（写）」のとおり

です。 

 

 

２．株式移転の対価に関する定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 206 条第１号） 

(1) 対価の総数及び割当ての相当性に関する事項 

 ① 株式移転比率 

   
INEST 株式会社 

（株式移転完全親会社・持株会社） 

INEST 株式会社 

（株式移転完全子会社・当社） 

株式移転比率 

（普通株式） 
１ １ 

株式移転比率 

（Ａ種優先株式） 
１ １ 

(注)１．本株式移転の効力発生直前の当社の株主の皆様に対し、その保有する当社普通株式１株につ

き設立する持株会社の普通株式１株を、その保有する当社Ａ種優先株式１株につき設立す

る持株会社のＡ種優先株式１株を、それぞれ割当て交付いたします。なお、持株会社は単元

株制度を採用し、１単元の株式数は 100 株です。 

  ２．持株会社が本株式移転により発行する新株式数（予定）は以下のとおりです。 

    普通株式 68,217,325 株 

    上記は、当社の 2022 年３月 31 日時点の普通株式の発行済株式総数（68,217,325 株）に基

づいて記載しております。本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式総数が変化し

た場合には、持株会社が交付する上記新株式数は変動いたします。なお、本株式移転の効力

発生直前において当社が保有する自己株式に対しては、その同数の持株会社の普通株式が

割当交付されることになります。これに伴い、当社は一時的に持株会社の普通株式を保有す

ることになりますが、法令の定めに従い速やかに処分いたします。 

    Ａ種優先株式 22,710,000 株 

    上記は、当社の 2022 年３月 31 日時点におけるＡ種優先株式の発行済株式総数（22,710,000

株）に基づいて算出しております。 

 ② 株式移転比率の算定根拠等 

本株式移転は、当社単独による株式移転によって完全親会社１社を設立するものであり、本株

式移転の効力発生直前の当社の株主構成と持株会社の設立直後の株主構成に変化がないことか

ら、株主の皆様が保有する当社普通株式１株に対して持株会社の普通株式１株を割り当てるこ

とといたします。また、同様にＡ種優先株式についても、株主の皆様が保有する当社Ａ種優先株

式１株に対して持株会社のＡ種優先株式１株を割り当てることといたします。 

なお、上記理由により、第三者機関による株式移転比率の算定は行っておりません。 
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(2) 資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

 本株式移転により設立される持株会社の資本金及び準備金等の額については、以下のとおりです。 

資本金   金 100 百万円 

資本準備金  金０円 

利益準備金  金０円 

その他資本剰余金  株主資本変動額から資本金及び資本準備金の合計額を控除した額 

上記内容については、法令の範囲内で定めており、持株会社の目的、規模及び設立後の資本政策等

に照らして相当であると判断しております。 

 

 

３．株式移転に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 206 条第２号） 

本株式移転に際して、当社が発行している新株予約権については、当社の新株予約権の新株予約権者

に対し、その有する当社新株予約権に代えて同等の持株会社の新株予約権が交付され、割り当てられる

ことから、株式移転に係る新株予約権の定めは相当であると判断しております。 

なお、当社は、新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

 

４．当社における最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分等に関する事項（会社法施行規則第

206 条第４号） 

最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な

影響を与える事象はありません。 

 

以 上 
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（別紙） 

株式移転計画書（写） 

 
INEST 株式会社（東京都豊島区東池袋一丁目 25 番８号、以下「当会社」という。）は、株式移転の方

法により新たに設立するテラセルホールディングス株式会社（以下「新会社」という。）を当会社の完

全親会社とすることに関し、次のとおり株式移転計画を作成する。なお、本株式移転計画を以下「本計

画」といい、本計画に基づく株式移転を以下「本株式移転」というものとする。 

 

第１条（新会社の定款記載事項） 

新会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数並びにその他新会社の定款で定める事項は、

別紙１に記載のとおりとする。 

 

第２条（新会社の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称） 

１ 新会社の設立時取締役（設立時監査等委員である設立時取締役を除く。）は、次のとおりとする。 

設立時取締役  執行 健太郎 

設立時取締役  片野 良太 

設立時取締役  坂本 幸司 

２ 新会社の設立時監査等委員である設立時取締役は、次のとおりとする。 

設立時監査等委員である設立時取締役  近藤 武雄 

設立時監査等委員である設立時取締役  倉嶌 喬 

設立時監査等委員である設立時取締役  竹中 由重 

設立時監査等委員である設立時取締役  柴田 亮 

３ 新会社の設立時会計監査人は、次のとおりとする。 

   設立時会計監査人  有限責任あずさ監査法人 

 

第３条（本株式移転に際して交付する株式の種類及び数並びにその割当て） 

１ 本株式移転に際して交付する株式の種類及び数は次の各号のとおりとする。 

(１)新会社は、本株式移転に際して、本株式移転が効力を生ずる時点の直前時（以下「基準時」とい

う。）における当会社の株主名簿に記載又は記録された当会社の普通株式の株主（以下「割当対象

普通株主」という。）に対し、その所有する当会社の普通株式に代わり、当会社が基準時に発行し

ている普通株式数の合計に１を乗じた数に相当する数の新会社の普通株式を交付する。 

(２)新会社は、基準時における当会社の株主名簿に記載又は記録された当会社のＡ種優先株式の株

主（以下「割当対象Ａ種優先株主」という。）に対し、その所有する当会社のＡ種優先株式に代わ

り、当会社が基準時に発行しているＡ種優先株式数の合計に１を乗じた数に相当する数の新会社

のＡ種優先株式を交付する。 

２ 当会社の株主に対する前項の株式の割当ては、次の各号のとおりとする。 

(１)新会社は、本株式移転に際して、前項第１号の定めにより交付される新会社の普通株式を、割当

対象普通株主に対して、その所有する当会社の普通株式１株につき新会社の普通株式１株の割合

をもって割り当てる。 

(２)新会社は、本株式移転に際して、前項第２号の定めにより交付される新会社のＡ種優先株式を、

割当対象Ａ種優先株主に対して、その所有する当会社のＡ種優先株式１株につき新会社のＡ種優

先株式１株の割合をもって割り当てる。 

 

第４条（新会社の資本金及び準備金の額） 

新会社の設立時における資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。 

(１)資本金の額 金 100 百万円 

(２)資本準備金の額 金０円 

(３)利益準備金の額 金０円 

 

第５条（本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て） 

１ 新会社は、本株式移転に際して、基準時における当会社の新株予約権原簿に記載又は記録された当
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会社が発行している下表の第１欄の①及び②に掲げる各新株予約権の各新株予約権者に対して、そ

れぞれ所有する当会社の各新株予約権に代わり、基準時における当該各新株予約権と総数と同数の

下表の第２欄の①及び②に掲げる新会社の各新株予約権をそれぞれ交付する。 

 第１欄 第２欄 

名称 内容 名称 内容 

① INEST 株式会社第１回新株予約権 別紙 

２(ⅰ) 

テラセルホールディングス株式

会社第１回新株予約権 

別紙 

２(ⅱ) 

② INEST 株式会社第３回新株予約権 別紙 

３(ⅰ) 

テラセルホールディングス株式

会社第２回新株予約権 

別紙 

３(ⅱ) 

２ 新会社は、本株式移転に際し、前項に基づき割当ての対象となる基準時における当会社の新株予約

権者に対し、その所有する前項の表の①及び②の第１欄に掲げる当会社の各新株予約権１個につき、

それぞれ前項の表の第２欄に掲げる新株予約権１個を割り当てる。 

 

第６条（新会社の成立の日） 

新会社の設立の登記をすべき日（以下「新会社の成立日」という。）は、2022 年 10 月３日とする。

但し、本株式移転の手続き進行上の必要性その他の事情により必要な場合は、これを変更することがで

きる。 

 

第７条（株式移転計画の承認総会） 

当会社は、2022 年６月 29 日に株主総会を開催し、本計画の承認に関する決議を求める。但し、本株

式移転の手続きの進行上必要がある場合は、これを変更することができる。 

 

第８条（新会社の上場証券取引所） 

 新会社は、新会社の成立日において、その発行する普通株式の東京証券取引所スタンダード市場への

上場を予定する。 

 

第９条（新会社の株主名簿管理人） 

 新会社の設立時における株主名簿管理人は、次のとおりとする。 

  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

  三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

 

第 10 条（株式移転計画の変更及び中止） 

本計画の作成後新会社の成立に至るまでの間に、天災事変その他の事由により、当会社の財政状態も

しくは経営成績に重大な変動が生じた場合又は株式移転の実施に重大な支障となる事態が生じた場合

は、当会社は、本計画を変更又は本株式移転を中止することができる。 

 

第 11 条（本計画の効力） 

本計画は、次のいずれかに該当する場合、効力を失う。 

(１)新会社の成立の日の前日までに、当会社の株主総会において本計画の承認が得られなかった場

合 

(２)新会社の成立までに必要な関係官庁の承認等が得られなかった場合 

 

第 12 条（規定外事項） 

本計画に定める事項のほか、本株式移転に関して必要な事項については、本株式移転の本旨に従い、

当会社がこれを決定する。 

 

2022 年５月 25 日 

 

東京都豊島区東池袋一丁目 25 番８号 

  INEST 株式会社 

  代表取締役社長  執行 健太郎 
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別紙１：テラセルホールディングス株式会社 定款 

 

定 款 
第１章  総  則 

（商号） 

第１条  当会社は、テラセルホールディングス株式会社と称し、英文では、TERRASELL Holdings, Inc.

と表示する。 

 

（目的） 

第２条  当会社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する業務を営む会社の株式又は持分を保有

することにより当該会社の経営又は事業活動を支配及び管理すること並びにこれに付帯関

連する業務を行うことを目的とする。 

(１)情報処理サービス業並びに情報提供サービス業 

(２)アプリケーションサービスプロバイダー事業 

(３)ソリューションシステムの設計、開発、保守、販売 

(４)電気通信事業法に定める電気通信事業 

(５)電気通信サービス、放送サービスの加入手続きに関する代理店業務 

(６)電気通信機器の販売、リース、輸出入、製造、加工、取付工事及びメンテナンス業 

(７)オフィス・オートメーション機器、付属機器、付属材料、事務用機器、事務用物品の販

売、リース、取付工事及びメンテナンス業 

(８)コンピュータを用いたシステムの分析、設計、開発、運用、保守、販売 

(９)コンピュータ及び周辺機器の販売 

(１０)各種マーケティング業及び各種コンサルティング業 

(１１)労働者派遣事業及び有料職業紹介事業 

(１２)特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、版権、コンピュータソフトウェアの

売買 

(１３)コストダウンサービス事業 

(１４)食料品･一般日用品・事務用品・備品・什器・ペット・機械・消耗品等の販売及び売

買の仲介・斡旋 

(１５)酒類の販売 

(１６)古物の売買 

(１７)物流システムの設計、開発、運用及び保守 

(１８)商品の販売に関する代理、仲立業務 

(１９)通信販売に関する業務 

(２０)旅行業､イベント業､広告業､出版業並びに映像･音響･データ等の記録媒体の製作及

び販売･賃貸 

(２１)損害保険、自動車損害賠償保障法に基づく保険その他各種保険代理業及び媒介業並

びに生命保険の募集に関する業務 

(２２)経営管理事務､経理事務､総務事務､労務管理事務等の受託業務及び各種代行業務 

(２３)クレジットカードの取扱業務 

(２４)有価証券の取得､保有､投資及び運用 

(２５)不動産の売買､賃貸､管理､仲介､斡旋､鑑定及びコンサルタント業務 

(２６)前各号に関連する調査､企画､研究､開発､ 教育､研修及びその受託業務 

(２７)前各号に付帯又は関連する一切の業務 

(２８)前各号に定める業務以外の一切の事業  

 

（本店の所在地） 

第３条  当会社は、本店を、東京都豊島区に置く。 

 

（機  関） 
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第４条  当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 

（１）取締役会 

（２）監査等委員会 

（３）会計監査人 

 

（公告方法） 

第５条  当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子

公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

 

 

第２章 株  式 

（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 

第６条  当会社の発行可能株式総数は、１３７,０４９,６００株とし、各種類の株式の発行可能種類

株式総数は、普通株式が１１４,３３９,６００株、Ａ種優先株式が２２,７１０,０００株と

する。 

 

（自己の株式の取得） 

第７条  当会社は、会社法第１６５条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を

取得することができる。 

 

（単元株式数） 

第８条  当会社の各種類株式の単元株式数は、いずれも１００株とする。 

 

（単元未満株式についての権利） 

第９条  当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使する

ことができない。 

（１）会社法第１８９条第２項各号に掲げる権利 

（２）会社法第１６６条第１項の規定による請求をする権利 

（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受け

る権利 

 

（基準日） 

第１０条  当会社は、毎年３月３１日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主

をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株

主とする。       

 

（株主名簿管理人） 

第１１条  当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２ 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 

３ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株式に関する事務

は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 

 

（株式取扱規程） 

第１２条  当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定

める株式取扱規程による。 

 

 

第３章 Ａ種優先株式 

（剰余金の配当） 

第１３条  当会社は、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）及び普通株式の登録株式

質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に対して剰余金の配当を行うときは、当
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該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株式を有

する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ

種優先登録株式質権者」という。）に対し、Ａ種優先株式１株につき、普通株式１株当た

りの配当額と同額の剰余金の配当を普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の

配当と同順位で行う。 

 

（残余財産の分配） 

第１４条  （１）Ａ種優先残余財産分配金 

当会社は、残余財産の分配を行うときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権

者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき金９

９円（ただし、Ａ種優先株式につき、株式の併合若しくは分割、株式無償割当て又は

これに類する事情があった場合には、適切に調整される。）を支払う。なお、Ａ種残余

財産分配額の計算において、各Ａ種優先株主の保有に係るＡ種優先株式の数を乗じた

金額に１円未満の端数が生じるときは、円未満切上げとする。 

（２）参加条項 

当会社は、前号に基づくＡ種優先残余財産分配金の分配が行われた後、普通株主又

は普通登録株式質権者に対して残余財産の分配を行うときは、Ａ種優先株主又はＡ種

優先登録株式質権者に対し、Ａ種優先残余財産分配金に加え、Ａ種優先株式１株につ

き、普通株式１株に対する残余財産分配金と同額の残余財産分配金を、普通株主又は

普通登録株式質権者に対する残余財産分配金の分配と同順位で支払う。 

 

（議決権） 

第１５条  Ａ種優先株主は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権

を有しない。 

 

（株式の併合又は分割、募集株式の割当て等） 

第１６条  当会社は、株式の併合又は分割をするときは、普通株式及びＡ種優先株式毎に、同時に同

一の割合で行う。 

２ 当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株

式の割当てを受ける権利を、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式の割当てを受ける権利を、

それぞれ同時に同一の割合で与える。 

３ 当会社は、株式無償割当てをするときは、普通株主には普通株式の株式無償割当てを、Ａ

種優先株主にはＡ種優先株式の株式無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合で行う。

また、新株予約権無償割当てをするときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予

約権の新株予約権無償割当てを、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式を目的とする新株予約

権の新株予約権無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合で行う。 

 

 

第４章  株主総会 

（株主総会の招集） 

第１７条  当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随

時これを招集する。 

２ 株主総会は、東京都区内において招集する。 

 

（招集権者及び議長） 

第１８条  株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 

２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の

取締役が株主総会を招集し、議長となる。 

 

（電子提供措置等） 

第１９条  当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子
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提供措置をとるものとする。 

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部につい

て、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないこ

とができる。 

 

（決議の方法） 

第２０条  株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行

使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

２ 会社法第３０９条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。 

 

（議決権の代理行使） 

第２１条  株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使するこ

とができる。 

２ 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければな

らない。 

 

（議事録） 

第２２条  株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成する。 

 

（種類株主総会） 

第２３条  第１０条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会にこれを準用する。 

２ 第１８条、第１９条、第２１条及び第２２条の規定は、種類株主総会についてこれを準用

する。 

３ 第２０条第１項の規定は、会社法第３２４条第１項の規定による種類株主総会の決議に

ついて、第２０条第２項の規定は、会社法第３２４条第２項の規定による種類株主総会

の決議について、それぞれ準用する。 

 

 

第５章 取締役及び取締役会 

（員  数） 

第２４条  当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、１０名以内とする。 

    ２ 当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。 

 

（選任方法） 

第２５条  取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議に

よって選任する。 

２ 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

３ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 

４ 当会社は、法令又は定款で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合

に備えて、株主総会において補欠の監査等委員である取締役を選任することができる。 

５ 前項の補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決

議後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時まで

とする。 

 

（任  期） 

第２６条  取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

２ 監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会終結の時までとする。 
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３ 任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員であ

る取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第２７条  取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代

表取締役を選定する。 

２ 取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から取

締役社長１名を選定し、取締役会長１名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干

名を選定することができる。 

 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第２８条  取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長とな

る。 

２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の

取締役が取締役会を招集し、議長となる。 

 

（取締役会の招集通知） 

第２９条  取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必

要があるときは、この期間を短縮することができる。 

２ 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することがで

きる。 

 

（取締役会の決議方法） 

第３０条  取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をも

って行う。 

２ 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、

当該提案につき取締役（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全

員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の

取締役会の決議があったものとみなす。 

 

（重要な業務執行の委任） 

第３１条  当会社は、会社法第３９９条の１３第６項の規定により、取締役会の決議によって重要な

業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任

することができる。 

 

（取締役会の議事録） 

第３２条  取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成し、出

席した取締役は、これに署名もしくは記名押印し、又は電子署名を行う。    

２ 第３０条第２項の意思表示の記載又は記録に係る書面又は電磁的記録は、法令で定める

ところにより作成する。 

 

（取締役会規程） 

第３３条  取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程

による。 

 

（報酬等） 

第３４条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下

「報酬等」という。）は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株

主総会の決議によって定める。 

 

（取締役の責任免除） 
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第３５条  当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法第４２

３条第１項の取締役（取締役であったものを含む。）の責任を法令の限度において免除す

ることができる。 

２ 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるもの

を除く。）との間で、同法第４２３条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することが

できる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 

 

 

第６章 監査等委員会 

（常勤の監査等委員） 

第３６条  監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 

 

（監査等委員会の招集通知） 

第３７条  監査等委員会の招集通知は、会日の３日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、

緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 

２ 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催する

ことができる。 

 

（監査等委員会の決議方法） 

第３８条  監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過

半数をもって行う。 

 

（監査等委員会の議事録） 

第３９条  監査等委員会の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成

し、出席した監査等委員は、これに署名もしくは記名押印し、又は電子署名を行う。 

 

（監査等委員会規程） 

第４０条  監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査

等委員会規程による。 

 

 

第７章 会計監査人 

（選任方法） 

第４１条  会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 

 

（任  期） 

第４２条  会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までとする。 

２ 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定

時株主総会において再任されたものとみなす。 

 

（報酬等） 

第４３条  会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 

 

（会計監査人の責任の制限） 

第４４条  当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、会計監査人との間に、同法第４２３条

第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責

任の限度額は、法令が規定する額とする。 
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第８章 計  算 

（事業年度） 

第４５条  当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年とする。 

 

（剰余金の配当） 

第４６条  剰余金の配当は、毎年３月３１日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録

株式質権者に対し行う。 

 

（中間配当） 

第４７条  当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月３０日の最終の株主名簿に記載又は記録さ

れた株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 

 

（剰余金の配当等の除斥期間） 

第４８条  剰余金の配当及び中間配当は、支払開始の日から満３年を経過してもなお受領されない

ときは、当会社はその支払義務を免れる。 

 

 

附  則 

（最初の事業年度） 

第１条  第４５条の規定にかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から２０２３

年３月３１日までとする。なお、本附則第１条は、当会社の成立後最初の定時株主総会の終

結の時をもってこれを削除する。 

 

（最初の取締役の報酬等） 

第２条  第３４条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会の終結の時まで

の期間の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬、賞与その他の職務執行の対価

として当会社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」という。）の総額は金２００百万円

以内とし、当該期間の監査等委員である取締役の報酬等の総額は金２０百万円以内とする。

なお、本附則第２条は、当会社の成立後最初の定時株主総会の終結の時をもってこれを削除

する。 

 

 

 以 上  
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別紙２(ⅰ)：INEST 株式会社第１回新株予約権の内容 

 

１ 新株予約権の名称 

第１回新株予約権 

 

２ 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式

の数（以下「付与株式数」という。）は 100 株とする。但し、当社が株式分割（当社普通株式の無償割

当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様とする。）又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力

発生の時をもって次の算式により目的たる株式の数を調整する。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率 

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、目的

となる株式の数の調整を必要とする事由が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認め

る株式数の調整を行う。 

なお、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で本新株予約権の新株予約権者（以下「本新株予

約権者」という。）が権利行使していない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるも

のとし、調整の結果１株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。 

 

３ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本新株予約権の行使により発行又は移

転する当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と

する。 

当初の行使価額は、73 円とする。 

但し、本新株予約権の発行後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。 

① 本新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額

を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

② 本新株予約権の発行後、当社が、次の（a）若しくは（b）に該当する場合又はこれらの可能性が

ある場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる１円未満の端数は

切り上げる。 

(a) 時価を下回る１株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する当社

普通株式を移転等処分する場合（新株予約権の行使に基づき当社普通株式を交付する場合を除

く。） 

(b) 時価を下回る１株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得し得る新株予約権又は新株予

約権を付与された証券が行使された場合に、当社普通株式を発行又は自ら保有する当社普通株

式を処分する場合 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

既発行株式数 ＋ 

新規発行 
× 

１株当たり 

株式数 払込金額 

１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式

数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式

数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。また、上

記において使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取

引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当日付で終

値のない日数を除く。）とする（この場合の平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、

小数第２位を四捨五入する。）。 

③ 上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合

等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と
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認める行使価額の調整を行う。 

 

４ 新株予約権の行使期間 

2023 年７月１日から 2027年６月 30 日まで 

 

５ 新株予約権の行使の条件 

(1) 本新株予約権者は、2021 年３月期から 2023 年３月期までの各連結会計年度に係る当社の連結損益

計算書に基づく償却前営業利益（連結損益計算書上の営業利益に有形固定資産に対する減価償却費

及び無形固定資産に対する償却費を加算して算出される額とする。以下同じ。）が、それぞれ以下の

額を全て超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。 

   2021 年３月期 150 百万円 

   2022 年３月期 200 百万円 

   2023 年３月期 250 百万円 

(2) 2021年３月期から 2023年３月期までの各連結会計年度に係る当社の連結損益計算書に基づく償却

前営業利益に関し、いずれかの連結会計年度において、前項記載の償却前営業利益の目標数値を下回

った場合、当該連結会計年度に係る有価証券報告書を当社が金融商品取引法に基づき提出した日を

もって、本新株予約権は消滅する。 

(3) 前二項に関し、国際財務報告基準の適用等により、参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があ

った場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるもの

とする。 

(4) 本新株予約権者は、権利行使時において当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を保

有していることを要する。但し、以下各号のいずれかに該当する場合その他正当な理由があると取締

役会が認めた場合はこの限りではない。 

① 本新株予約権者が当社又は当社子会社の監査役に就任した場合 

② 本新株予約権者が会社都合により当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失し

た場合（但し、本新株予約権者が懲戒解雇若しくは解任された場合及び下記５に記載の場合に該

当する場合を除く。） 

(5) 本新株予約権者が著しい非違行為を行った場合、重大な職務違反行為を行った場合又は当社と競

業関係にある会社・組織等の取締役、監査役、執行役、執行役員、従業員、顧問、相談役若しくはコ

ンサルタントに就任若しくは就職した場合（当社の事前の書面による承諾を得た場合を除く。）であ

って、本新株予約権者に本新株予約権の行使を認めることが相当でないと当社が合理的に判断した

ときは、当社は本新株予約権者に対してかかる場合に該当する事由が発生したことを通知するもの

とし、当社よりかかる通知を受けた本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができなくなる

ものとする。 

(6) その他条件については、取締役会決議に基づき、本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当

契約に定めるところによる。 

 

６ 新株予約権の取得事由及び条件 

(1) 本新株予約権者が本新株予約権行使の条件により権利を行使できる条件に該当しなくなった場合

には、当社は、取締役会が別に定める日に、当該本新株予約権を無償で取得することができる。 

(2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分

割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案に

つき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合には、取締役会決議がなされた場合）に

は、当社は、取締役会が別に定める日に、当該本新株予約権を無償で取得することができる。 

 

７ 新株予約権の譲渡制限 

(1) 本新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 

(2) 本新株予約権者は割当てを受けた本新株予約権の質入、担保供与その他の処分をすることができ

ない。 

 

８ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
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項 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は

これを切り上げる。また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、

当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

９ 新株予約権証券 

本新株予約権に係る新株予約権証券はこれを発行しない。 

 

10 組織再編等の際の新株予約権の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移

転（以下総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点に

おいて残存する本新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に従って、再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株

式移転計画において定めた場合に限る。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「２ 新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準

じて決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「３ 新株予約権の行

使に際して出資される財産の価額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上

調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

上記「４ 新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日

と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「４ 新株予約権の行使期間」に

定める新株予約権の行使することができる期間の満了日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使の条件 

上記「５ 新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項 

上記「８ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金 及び資本準

備金に関する事項」に準じて決定する。 

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

新株予約権を譲渡するには、再編対象会社の取締役会の承認を要する。 

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件 

上記「６ 新株予約権の取得事由及び条件」に準じて決定する。 

⑩ 組織再編等の際の新株予約権の取扱い 

本「10 組織再編等の際の新株予約権の取扱い」に準じて決定する。 

 

11 新株予約権を行使した際に１株に満たない端数がある場合の取決め 

新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、こ

れを切り捨てる。 
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別紙２(ⅱ)：テラセルホールディングス株式会社第１回新株予約権の内容 

 

１ 新株予約権の名称 

第１回新株予約権 

 

２ 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式

の数（以下「付与株式数」という。）は 100 株とする。但し、当社が株式分割（当社普通株式の無償割

当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様とする。）又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力

発生の時をもって次の算式により目的たる株式の数を調整する。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率 

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、目的

となる株式の数の調整を必要とする事由が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認め

る株式数の調整を行う。 

なお、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で本新株予約権の新株予約権者（以下「本新株予

約権者」という。）が権利行使していない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるも

のとし、調整の結果１株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。 

 

３ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本新株予約権の行使により発行又は移

転する当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と

する。 

当初の行使価額は、73 円とする。 

但し、本新株予約権の発行後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。 

① 本新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額

を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

② 本新株予約権の発行後、当社が、次の（a）若しくは（b）に該当する場合又はこれらの可能性が

ある場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる１円未満の端数は

切り上げる。 

(a) 時価を下回る１株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する当社

普通株式を移転等処分する場合（新株予約権の行使に基づき当社普通株式を交付する場合を除

く。） 

(b) 時価を下回る１株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得し得る新株予約権又は新株予

約権を付与された証券が行使された場合に、当社普通株式を発行又は自ら保有する当社普通株

式を処分する場合 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

既発行株式数 ＋ 

新規発行 
× 

１株当たり 

株式数 払込金額 

１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式

数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式

数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。また、上

記において使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取

引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当日付で終

値のない日数を除く。）とする（この場合の平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、

小数第２位を四捨五入する。）。 

③ 上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合

等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と
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認める行使価額の調整を行う。 

 

４ 新株予約権の行使期間 

2023 年７月１日から 2027年６月 30 日まで 

 

５ 新株予約権の行使の条件 

(1) 本新株予約権者は、次の各号記載の項目の額が、各号記載の金額を全て超過した場合にのみ、本新

株予約権を行使することができる。 

 ① INEST 株式会社の 2021 年３月期の連結損益計算書に基づく償却前営業利益（連結損益計算書上

の営業利益に有形固定資産に対する減価償却費及び無形固定資産に対する償却費を加算して算出

される額とする。以下同じ。） 150 百万円 

 ② INEST 株式会社の 2022 年３月期の連結損益計算書に基づく償却前営業利益 200 百万円 

 ③ INEST 株式会社の 2022 年４月１日から 2022 年 10 月２日までの期間に係る連結の償却前営業利

益及び当社の 2022 年 10 月３日から 2023 年３月 31 日の期間に係る連結の償却前営業利益の合計 

250 百万円 

(2) 前項各号のいずれかにおいて各号記載の目標数値を下回った場合、当該下回った連結会計年度に

係る有価証券報告書（前項第１号及び第２号については INEST 株式会社の有価証券報告書、前項第３

号については 2023 年３月期に係る当社の有価証券報告書）が金融商品取引法に基づき提出された日

をもって、本新株予約権は消滅する。 

(3) 前二項に関し、国際財務報告基準の適用等により、参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があ

った場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるもの

とする。 

(4) 本新株予約権者は、権利行使時において当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を保

有していることを要する。但し、以下各号のいずれかに該当する場合その他正当な理由があると取締

役会が認めた場合はこの限りではない。 

① 本新株予約権者が当社又は当社子会社の監査役に就任した場合 

② 本新株予約権者が会社都合により当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失し

た場合（但し、本新株予約権者が懲戒解雇若しくは解任された場合及び下記５に記載の場合に該

当する場合を除く。） 

(5) 本新株予約権者が著しい非違行為を行った場合、重大な職務違反行為を行った場合又は当社と競

業関係にある会社・組織等の取締役、監査役、執行役、執行役員、従業員、顧問、相談役若しくはコ

ンサルタントに就任若しくは就職した場合（当社の事前の書面による承諾を得た場合を除く。）であ

って、本新株予約権者に本新株予約権の行使を認めることが相当でないと当社が合理的に判断した

ときは、当社は本新株予約権者に対してかかる場合に該当する事由が発生したことを通知するもの

とし、当社よりかかる通知を受けた本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができなくなる

ものとする。 

(6) その他条件については、取締役会決議に基づき、本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当

契約に定めるところによる。 

 

６ 新株予約権の取得事由及び条件 

(1) 本新株予約権者が本新株予約権行使の条件により権利を行使できる条件に該当しなくなった場合

には、当社は、取締役会が別に定める日に、当該本新株予約権を無償で取得することができる。 

(2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分

割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案に

つき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合には、取締役会決議がなされた場合）に

は、当社は、取締役会が別に定める日に、当該本新株予約権を無償で取得することができる。 

 

７ 新株予約権の譲渡制限 

(1) 本新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 

(2) 本新株予約権者は割当てを受けた本新株予約権の質入、担保供与その他の処分をすることができ

ない。 
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８ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事

項 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は

これを切り上げる。また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、

当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

９ 新株予約権証券 

本新株予約権に係る新株予約権証券はこれを発行しない。 

 

10 組織再編等の際の新株予約権の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移

転（以下総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点に

おいて残存する本新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に従って、再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株

式移転計画において定めた場合に限る。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「２ 新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準

じて決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「３ 新株予約権の行

使に際して出資される財産の価額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上

調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

上記「４ 新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日

と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「４ 新株予約権の行使期間」に

定める新株予約権の行使することができる期間の満了日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使の条件 

上記「５ 新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項 

上記「８ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金 及び資本準

備金に関する事項」に準じて決定する。 

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

新株予約権を譲渡するには、再編対象会社の取締役会の承認を要する。 

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件 

上記「６ 新株予約権の取得事由及び条件」に準じて決定する。 

⑩ 組織再編等の際の新株予約権の取扱い 

本「10 組織再編等の際の新株予約権の取扱い」に準じて決定する。 

 

11 新株予約権を行使した際に１株に満たない端数がある場合の取決め 

新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、

これを切り捨てる。  
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別紙３(ⅰ)：INEST 株式会社第３回新株予約権の内容 

 

１ 新株予約権の名称 

第３回新株予約権 

 

２ 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式

の数（以下「付与株式数」という。）は 100 株とする。但し、当社が株式分割（当社普通株式の無償割

当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様とする。）又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力

発生の時をもって次の算式により目的たる株式の数を調整する。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率 

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、目的

となる株式の数の調整を必要とする事由が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認め

る株式数の調整を行う。 

なお、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で本新株予約権の新株予約権者（以下「本新株予

約権者」という。）が権利行使していない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるも

のとし、調整の結果１株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。 

 

３ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本新株予約権の行使により発行又は移

転する当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と

する。 

当初の行使価額は、81 円とする。 

但し、本新株予約権の発行後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。 

① 本新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額

を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

② 本新株予約権の発行後、当社が、次の（a）若しくは（b）に該当する場合又はこれらの可能性

がある場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる１円未満の端数

は切り上げる。 

(a) 時価を下回る１株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する当社

普通株式を移転等処分する場合（新株予約権の行使に基づき当社普通株式を交付する場合を除

く。） 

(b) 時価を下回る１株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得し得る新株予約権又は新株予

約権を付与された証券が行使された場合に、当社普通株式を発行又は自ら保有する当社普通株

式を処分する場合 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

既発行株式数 ＋ 

新規発行 
× 

１株当たり 

株式数 払込金額 

１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式

数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式

数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。また、上

記において使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取

引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当日付で終

値のない日数を除く。）とする（この場合の平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、

小数第２位を四捨五入する。）。 

③ 上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合

等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と
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認める行使価額の調整を行う。 

 

４ 新株予約権の行使期間 

2022 年１月１日から 2026年 12 月 31 日まで 

 

５ 新株予約権の行使の条件 

(1) 2021年６月 30日付にて当社が本新株予約権者と締結した資本業務提携契約が有効に存続している

こと。 

(2) 前項に定める資本業務提携契約に基づき当社と本新株予約権者との間で行われる事業のいずれか

において、２以上の地域（都道府県、政令指定都市又は東京都特別区のいずれかを単位とする地域を

いう。）で当該事業が行われたこと又は現に行われていること。 

 

６ 新株予約権の取得事由及び条件 

(1) 本新株予約権者が本新株予約権行使の条件により権利を行使できる条件に該当しなくなった場合

には、当社は、取締役会が別に定める日に、当該本新株予約権を、本新株予約権１個につき本新株予

約権１個当たりの払込金額と同額で取得することができる。 

(2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分

割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案に

つき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合には、取締役会決議がなされた場合）に

は、当社は、取締役会が別に定める日に、当該本新株予約権を、本新株予約権１個につき本新株予約

権１個当たりの払込金額と同額で取得することができる。 

 

７ 新株予約権の譲渡制限 

(1) 本新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 

(2) 本新株予約権者は割当てを受けた本新株予約権の質入、担保供与その他の処分をすることができ

ない。 

 

８ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事

項 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は

これを切り上げる。また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、

当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

９ 新株予約権証券 

本新株予約権に係る新株予約権証券はこれを発行しない。 

 

10 組織再編等の際の新株予約権の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移

転（以下総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点に

おいて残存する本新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に従って、再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株

式移転計画において定めた場合に限る。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「２ 新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準
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じて決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「３ 新株予約権の行

使に際して出資される財産の価額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上

調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

上記「４ 新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日

と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「４ 新株予約権の行使期間」に

定める新株予約権の行使することができる期間の満了日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使の条件 

上記「５ 新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項 

上記「８ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金 及び資本準

備金に関する事項」に準じて決定する。 

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

新株予約権を譲渡するには、再編対象会社の取締役会の承認を要する。 

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件 

上記「６ 新株予約権の取得事由及び条件」に準じて決定する。 

⑩ 組織再編等の際の新株予約権の取扱い 

本「10 組織再編等の際の新株予約権の取扱い」に準じて決定する。 

 

11 新株予約権を行使した際に１株に満たない端数がある場合の取決め 

新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、こ

れを切り捨てる。 
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別紙３(ⅱ)：テラセルホールディングス株式会社第２回新株予約権の内容 

 

１ 新株予約権の名称 

第２回新株予約権 

 

２ 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式

の数（以下「付与株式数」という。）は 100 株とする。但し、当社が株式分割（当社普通株式の無償割

当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様とする。）又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力

発生の時をもって次の算式により目的たる株式の数を調整する。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率 

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、目的

となる株式の数の調整を必要とする事由が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認め

る株式数の調整を行う。 

なお、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で本新株予約権の新株予約権者（以下「本新株予

約権者」という。）が権利行使していない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるも

のとし、調整の結果１株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。 

 

３ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本新株予約権の行使により発行又は移

転する当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と

する。 

当初の行使価額は、81 円とする。 

但し、本新株予約権の発行後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。 

① 本新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額

を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

② 本新株予約権の発行後、当社が、次の（a）若しくは（b）に該当する場合又はこれらの可能性

がある場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる１円未満の端数

は切り上げる。 

(a) 時価を下回る１株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する当社

普通株式を移転等処分する場合（新株予約権の行使に基づき当社普通株式を交付する場合を除

く。） 

(b) 時価を下回る１株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得し得る新株予約権又は新株予

約権を付与された証券が行使された場合に、当社普通株式を発行又は自ら保有する当社普通株

式を処分する場合 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

既発行株式数 ＋ 

新規発行 
× 

１株当たり 

株式数 払込金額 

１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式

数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式

数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。また、上

記において使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取

引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当日付で終

値のない日数を除く。）とする（この場合の平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、

小数第２位を四捨五入する。）。 

③ 上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合

等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と
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認める行使価額の調整を行う。 

 

４ 新株予約権の行使期間 

2022 年 10 月３日から 2026年 12 月 31 日まで 

 

５ 新株予約権の行使の条件 

(1) 2021年６月 30日付にて INEST株式会社が本新株予約権者と締結した資本業務提携契約が有効に存

続していること。 

(2) 前項に定める資本業務提携契約に基づき INEST 株式会社と本新株予約権者との間で行われる事業

のいずれかにおいて、２以上の地域（都道府県、政令指定都市又は東京都特別区のいずれかを単位と

する地域をいう。）で当該事業が行われたこと又は現に行われていること。 

 

６ 新株予約権の取得事由及び条件 

(1) 本新株予約権者が本新株予約権行使の条件により権利を行使できる条件に該当しなくなった場合

には、当社は、取締役会が別に定める日に、当該本新株予約権を、本新株予約権１個につき本新株予

約権１個当たりの払込金額と同額で取得することができる。 

(2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分

割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案に

つき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合には、取締役会決議がなされた場合）に

は、当社は、取締役会が別に定める日に、当該本新株予約権を、本新株予約権１個につき本新株予約

権１個当たりの払込金額と同額で取得することができる。 

 

７ 新株予約権の譲渡制限 

(1) 本新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 

(2) 本新株予約権者は割当てを受けた本新株予約権の質入、担保供与その他の処分をすることができ

ない。 

 

８ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事

項 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は

これを切り上げる。また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、

当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

９ 新株予約権証券 

本新株予約権に係る新株予約権証券はこれを発行しない。 

 

10 組織再編等の際の新株予約権の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移

転（以下総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点に

おいて残存する本新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に従って、再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株

式移転計画において定めた場合に限る。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「２ 新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準
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じて決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「３ 新株予約権の行

使に際して出資される財産の価額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上

調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

上記「４ 新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日

と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「４ 新株予約権の行使期間」に

定める新株予約権の行使することができる期間の満了日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使の条件 

上記「５ 新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項 

上記「８ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金 及び資本準

備金に関する事項」に準じて決定する。 

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

新株予約権を譲渡するには、再編対象会社の取締役会の承認を要する。 

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件 

上記「６ 新株予約権の取得事由及び条件」に準じて決定する。 

⑩ 組織再編等の際の新株予約権の取扱い 

本「10 組織再編等の際の新株予約権の取扱い」に準じて決定する。 

 

11 新株予約権を行使した際に１株に満たない端数がある場合の取決め 

新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、

これを切り捨てる。  
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株式移転計画変更書（写） 
 

INEST 株式会社（東京都豊島区東池袋一丁目 25 番８号、以下「当会社」という。）は、当会社を株

式移転完全子会社とする株式移転設立完全親会社を設立するための株式移転に関し、2022 年５月 25

日付の株式移転計画書（以下「原計画書」という。）第 10 条に従い、以下のとおり原計画書を変更す

る。 

 

第１条（原計画書の一部変更） 

当会社は、原計画書を以下のとおり変更する。なお、下線は変更箇所を示すものとする。 

(1)  

①変更箇所：原計画書 柱書 

②変更内容 

（変更前） 

株式移転計画書 

 

INEST 株式会社（東京都豊島区東池袋一丁目 25 番８号、以下「当会社」という。）は、株式移転の

方法により新たに設立するテラセルホールディングス株式会社（以下「新会社」という。）を当会社

の完全親会社とすることに関し、次のとおり株式移転計画を作成する。なお、本株式移転計画を以下

「本計画」といい、本計画に基づく株式移転を以下「本株式移転」というものとする。 

 

（変更後） 

株式移転計画書 

 

INEST 株式会社（東京都豊島区東池袋一丁目 25 番８号、以下「当会社」という。）は、株式移転の

方法により新たに設立する株式会社（以下「新会社」という。）を当会社の完全親会社とすることに

関し、次のとおり株式移転計画を作成する。なお、本株式移転計画を以下「本計画」といい、本計画

に基づく株式移転を以下「本株式移転」というものとする。 

 

 

(2)  

 ①変更箇所：原計画書 第５条 

 ②変更内容 

（変更前） 

第５条（本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て） 

１ 新会社は、本株式移転に際して、基準時における当会社の新株予約権原簿に記載又は記録された

当会社が発行している下表の第１欄の①及び②に掲げる各新株予約権の各新株予約権者に対して、

それぞれ所有する当会社の各新株予約権に代わり、基準時における当該各新株予約権と総数と同

数の下表の第２欄の①及び②に掲げる新会社の各新株予約権をそれぞれ交付する。 

 第１欄 第２欄 

名称 内容 名称 内容 

① INEST 株式会社第１回新株予約権 別紙 

２（ⅰ） 

テラセルホールディングス株式

会社第１回新株予約権 

別紙 

２（ⅱ） 

② INEST 株式会社第３回新株予約権 別紙 

３（ⅰ） 

テラセルホールディングス株式

会社第２回新株予約権 

別紙 

３（ⅱ） 

 

（変更後） 

第５条（本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て） 

１ 新会社は、本株式移転に際して、基準時における当会社の新株予約権原簿に記載又は記録された

当会社が発行している下表の第１欄の①及び②に掲げる各新株予約権の各新株予約権者に対して、

それぞれ所有する当会社の各新株予約権に代わり、基準時における当該各新株予約権と総数と同

数の下表の第２欄の①及び②に掲げる新会社の各新株予約権をそれぞれ交付する。 
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 第１欄：当会社の新株予約権 第２欄：新会社の新株予約権 

名称 内容 名称 内容 

① INEST 株式会社第１回新株予約権 別紙 

２（ⅰ） 

INEST 株式会社第１回新株予約

権 

別紙 

２（ⅱ） 

② INEST 株式会社第３回新株予約権 別紙 

３（ⅰ） 

INEST 株式会社第２回新株予約

権 

別紙 

３（ⅱ） 

 

 

(3)  

 ①変更箇所：原計画書 別紙１ 

 ②変更内容： 

（変更前） 

別紙１：テラセルホールディングス株式会社 定款 

 

（変更後） 

別紙１：新会社 定款 

 

 

(4)  

 ①変更箇所：原計画書 別紙１ 

 ②変更内容： 

（変更前） 

（商号） 

第１条  当会社は、テラセルホールディングス株式会社と称し、英文では、TERRASELL Holdings, 

Inc.と表示する。 

 

（変更後） 

（商号） 

第１条  当会社は、INEST 株式会社と称し、英文では、INEST,Inc.と表示する。 

 

 

(5)  

 ①変更箇所：原計画書 別紙２（ⅰ） 

 ②変更内容： 

（変更前） 

別紙２（ⅰ）：INEST 株式会社第１回新株予約権の内容 

 

（変更後） 

別紙２（ⅰ）：INEST 株式会社（当会社）第１回新株予約権の内容 

 

 

(6)  

 ①変更箇所：原計画書 別紙２（ⅱ） 

 ②変更内容： 

（変更前） 

別紙２（ⅱ）：テラセルホールディングス株式会社第１回新株予約権の内容 

 

（変更後） 

別紙２（ⅱ）：INEST 株式会社（新会社）第１回新株予約権の内容 
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(7)  

①変更箇所：原計画書 別紙３（ⅰ） 

②変更内容： 

 （変更前） 

別紙３（ⅰ）：INEST 株式会社第３回新株予約権の内容 

 

（変更後） 

別紙３（ⅰ）：INEST 株式会社（当会社）第３回新株予約権の内容 

 

 

(8)  

 ①変更箇所：原計画書 別紙３（ⅱ） 

 ②変更内容： 

 （変更前） 

別紙３（ⅱ）：テラセルホールディングス株式会社第２回新株予約権の内容 

 

（変更後） 

別紙３（ⅱ）：INEST 株式会社（新会社）第２回新株予約権の内容 

 

 

第２条（原計画書のその他の規定の効力） 

 前条に定める事項を除き、原計画書の規定は、従前どおりその定めるところに従って効力を有する

ものとする。 

 

以上 

2022 年６月 13 日 

 

東京都豊島区東池袋一丁目 25 番８号 

    INEST 株式会社 

          代表取締役社長  執行 健太郎 


